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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任をもたない。 
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Conformity assessment－General requirements for peer assessment of 
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序文 

この規格は，2005 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 17040 を基に，技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

同等性評価は，同等又は同格のメンバーで構成される特定のグループの一員として認めるときの決定の

手段の一つとして，長年にわたって用いられてきた。専門機関の会員資格は，例えば，会員資格に関する

要求事項の設定及びこれらの要求事項に対する候補機関の適合性の評価を含む，既存の会員機関が定めた

プロセスを使用して決定することができる。適合性評価の分野において，同じ種類の業務，例えば，試験

又は認定を行う機関のグループは，各機関の業務を評価し，他のすべての機関に受入れ可能であることを

確認するために，同等性評価を使用してきた。 

世界経済は，認定機関及び適合性評価機関の相互承認の必要性を加速した。各グループは，それぞれの

活動に適した同等性評価の形態を開発している。様々なグループが採用している方法を見直したところ，

共通する多くの側面（要素）があることが明らかになった。 

個々のグループに，独自の活動分野に適した具体的手段の採用を任せる一方で，効果的な同等性評価プ

ロセスに関する一般要求事項を定めた規格を作成することに利点があると思われた。 

この規格は，適合性評価活動を実施する同等の立場にある機関（例えば，適合性評価機関，認定機関）

のグループによって使用されることを意図している。これらのグループは様々な名称で表現されるが，

ISO/IEC Guide 68 では合意グループと呼んでいる。異なる業務分野のグループが同等性評価プロセスを使

用できないというわけではないが，そうしたグループは，最も効果的に同等性評価プロセスが行われるた

めの適正な条件を備えるように，適切な組織的及び管理的取決めを採用する必要があるだろう。そのこと

の結果として，各グループは，より少ない資源で希望する成果を上げることが可能となる。 

この規格は，同時に，適合性評価の結果を利用したり又はそれに依存する人々に対して，業務が的確，

かつ，適正な方法で実施されているという信頼感を高めることも意図している。 

この規格では，一般的な同等性評価プロセスを図 1 に示す。 

図 1 のモデルでは，この規格の対象となっている同等性評価プロセスの各側面に分けて記述している。

モデルは，合意グループの会員機関候補がいることを前提としている。合意グループが存在していて，更

にこのグループが，機関が参加するために満たすべき何らかの基準又は要求事項をもっているものと仮定

している。これらの側面については，グループの会員資格の決定及びその決定に対する異議申立ての場合


